
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

静岡市都市局建築部住宅政策課企画係 

〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 

TEL：054-221-1285（直通） / FAX：054-221-1135  

E-mail：juutaku@city.shizuoka.lg.jp 
 

「静岡市住生活基本計画（案）」へのご意見を募集します 

実施期間：令和４年 12月 23日（金）～令和５年１月 23日（月） 

 

おうほう 

［意見応募用紙］ 

意見応募用紙は下記の場所で配布しています。 

また、静岡市住生活基本計画（案）の概要版と本編が閲覧できます。 

１ 静岡市役所 新館５階 住宅政策課窓口 

２ 各区役所の市政情報コーナー 

（ 葵区：静岡庁舎新館１階 / 駿河区：駿河区役所３階 / 清水区：清水庁舎４階 ） 

３ 静岡市ホームページ ： https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000105.html 

 

［ご意見の提出方法］ 

期間内に、次のいずれかの方法でご提出ください。 

１ 郵送 ： 〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町 5番 1号 

  静岡市 住宅政策課 企画係あて 

２ ファクシミリ ： FAX番号 ０５４－２２１－１１３５ 

３ 持参 ： 静岡市役所 新館５階 住宅政策課窓口 

４ 電子申請 ： https://logoform.jp/form/79j2/193919 

 

静岡市では、「静岡市住生活基本計画」に 

基づき、地域特性を活かした魅力ある住まい 

づくりや、誰もが安心して暮らせる住生活の 

実現に向けて取り組みを進めてきました。 

しかし、コロナ禍や災害の頻発・激甚化など、 

住生活を取り巻く環境は大きく変化しています。 

そこで、これからの住まい方に合った計画に 

改定をするため、皆さまのご意見をお聴かせ 

ください。 

 

 

 

静岡市ホームページ 

 

電子申請 


